
 

摂南大学 看護学研究科 看護学専攻 

博士後期課程 学位論文審査基準 

（審査の体制・方法） 

 

（学位論文受理に求める研究業績） 

 

1 研究科委員会は、審査に付する論文ごとにその論文の内容に応じた研究分野および関連分野担当の

教員のうちから主査 1名、副査 2名の審査委員を選出する。この場合において、1名は原則として指

導教員とする。 

2 研究科委員会は、学位論文審査のため必要があると認めるときは、他の大学院または研究所等の教員

等を審査委員とすることができる。 

3 審査委員は、学位論文の内容について審査するとともに最終試験を行うものとする。 

4 最終試験は、学位論文を中心として、その関連する分野について口述または筆記により行うものとす

る。 

[課程修了による博士] 

主論文 1 論文（筆頭者で在学中のもの）、副論文 1 論文（主論文に関するものであり、博士課程入学

後に作成し、単著または筆頭著者であること）については、学会誌が受理したことを条件とし、予備

審査は行わない。ただし、 

（イ）審査（査読）のある機関に受理されたもの（未出版のものを含む）であること。 

（ロ）主論文は原著論文とする。 

（ハ）つぎの事項のいずれかが確認できること。 

a．雑誌の発行元が日本学術会議協力学術研究団体あるいはそれに準ずる団体であること。 

なお、日本学術会議協力学術研究団体に準ずる団体の基準は、研究旅費支給基準に従うもの

とする。 

b．海外雑誌の場合は、Impact Factor または Cite Score がある雑誌であること。 

（ニ）共著の場合は、共著者の同意があること。 

 

[論文提出による博士] 

研究に関する原著論文が３編以上あること。ただし、 

（イ）いずれも審査（査読）のある機関に受理されたもの（未出版のものを含む）であること。 

（ロ）１編は、英文であることが望ましい。 

（ハ）単著または筆頭著者であること。 

（ニ）原則 5 年以内に受理されたものであること。 

（ホ）共著の場合は、共著者の同意があること。 

（へ）つぎの事項のいずれかが確認できること。 

a．原著論文が Scopus に掲載されていること。 

b．上記 a に該当しない場合には、Impact Factor または Cite Score があること。 

c．日本語論文で、上記 a および b に該当しない場合には、雑誌の発行元が日本学術会議協力

学術研究団体あるいはそれに準ずる団体であること。なお、日本学術会議協力学術研究団体

に準ずる団体の基準は、研究旅費支給基準に従うものとする。 

 



 

（審査項目・基準） 

以下を全て満たした学位論文を合格とする。 

審査項目 審査基準（満たすべき事項） 

１） 論文テーマの妥当性 研究目的が明確で学術的・社会的意義を有すること。 

２） 研究方法の妥当性 目的達成のため、適切な研究方法を実践していること。 

３） 独創性（新規性） テーマの設定、研究方法、結論等において、未知の事象・事物の発見

や新たな見解を示していること。 

４） 有用性 得られた知見が社会または当該分野の研究進展に対して有用な情報と

なっていること。 

５） 信頼性 

 

既往の研究等が適切に評価され、それらを自己の観点から充分に分析

していること。 

６） 完成度 一貫した論理が展開され、学術論文としての体裁が整っていること。 

７） 倫理性 学術研究における倫理性を有していること。 

 

 

 

 

 

 

 


